
広島市放課後プレイスクール事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、児童館未整備学区において、放課後や週末、学校の長期休業（以下

「放課後等」という。）に、安全・安心な子ども達の遊び場を確保し、児童の健全育成を

図るため、学校施設等を活用した、地域の担い手による放課後等の居場所づくり（以下

「放課後プレイスクール事業」という。）の実施に関し、必要な事項を定める。 

 

（実施方法） 

第２条 広島市は、前条に規定する放課後プレイスクール事業を、小学校区を単位に青少

年育成団体関係者や地域の大人などで構成され、規約によって設置された運営委員会（以

下「運営委員会」という。）に委託して実施する。 

 

（委託事業の内容） 

第３条 放課後等に学校施設等を活用して、安全・安心して活動できる子どもの居場所を

確保し、異年齢間の遊び（スポーツ）や季節行事などの様々な体験活動や地域の大人と

の交流活動等を行う。 

２ 運営委員会は、事業を実施するため、必要な遊びの指導や見守り役として、指導員及

びボランティアを配置する。 

 

（委託手続き） 

第４条 委託を受けようとする運営委員会は、事業の実施について、小学校長と協議・調

整を図った上で事業実施計画書をとりまとめ、事業の実施前３０日までに広島市に提出

しなければならない。 

２ 広島市は上記により提出された事業実施計画書の内容が、本要綱及びこれに基づく委

託要領（以下「要綱等」という。）に適合していると認めた場合、運営委員会に対して事

業を委託するものとする。 

 

（委託期間） 

第５条 本事業の委託期間は、事業実施計画書に基づき、委託契約を締結した日から契約

締結日の属する年度の３月３１日までの間において定める。 

 

（委託経費） 

第６条 広島市は、事業計画の規模・内容等を勘案し、予算の範囲内で事業に要する経費

を委託料として支出する。 

２ 広島市は、事業を委託した運営委員会が、要綱等に違反したとき、または委託事業の

遂行が困難であると認めた時は、委託を解除し、経費の全部又は一部について返還を命

じることができる。 

 

（事業計画の変更等） 

第７条 運営委員会が事業実施計画を変更する場合、又は所要経費の費目の流用をする場

合は、あらかじめ広島市に事業実施計画の変更を申請し、その承認を受けなければなら

ない。 

 

２ 運営委員会は、事業の継続が不可能になった場合等は、速やかに広島市こども未来局



放課後対策課へ報告する。 

 

（委託料の支払い） 

第８条 広島市は、運営委員会代表者からの委託料概算払請求書による請求に基づき、各

四半期ごとに委託料を概算払いするものとする。 

 

（事業成果の報告） 

第９条 委託を受けた運営委員会は、事業が終了したときは、委託を受けた期間の属する

年度の３月３１日までに、事業実績報告書を広島市に提出しなければならない。 

 

（委託料の額の確定） 

第１０条 広島市は、前条の規定により提出された事業実績報告書について、その内容が

適正であると認めたときは、委託料の額を確定し、運営委員会に対して通知する。 

２ 前項の委託料の額の確定にあたっては、事業に要した実支出額と委託契約額のいずれ

か低い額とする。 

３ 確定額が、既に支払っている委託料の概算額を下回る場合は、その差額について、運

営委員会から精算させるものとする。 

 

（書類の保存） 

第１１条 運営委員会は、委託に係る収入及び支出を明らかにする帳簿を備え、広島市の

請求があったときは、いつでも提出できるよう、収入及び支出の事実を明らかにした領

収書その他関係証拠書類とともに、本事業を実施した翌年度から５年間整理保存してお

かなければならない。 

 

（その他） 

第１２条 広島市は、運営委員会が行う事業の内容が要綱等に反すると認めた場合は、必

要な是正措置を講ずるよう命じることができる。 

２ 広島市は、委託事業の実施に当たり、運営委員会の求めに応じて指導・助言を行うと

ともに、その効果的な運営を図るため協力するものとする。 

３ 広島市は、必要に応じて本事業の実施状況及び経理状況について調査を行うことがで

きる。 

４ この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

  附 則 

 この要綱は、平成１７年７月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 


